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地域社会への貢献活動の実績がある事業者等を地域貢献事業者として認定することにより、事

業者等の社会的信頼の向上を促進し、市内産業の活性化を図ります。 

 

対象となる市内事業者等 

認定を受けることができるのは、地域・社会的課題の解決に向けた取組みの実績があり、次のいずれかに該当

する市内事業者等です。 

（１）中小企業者※１（個人事業主も含む）、農業者※２ 

（２）中小企業等協同組合、農業協同組合 

（３）商店街（任意商店街も含む） 

（４）その他（１）を構成員とする任意団体 

 ※１ 中小企業者（会社及び個人）（中小企業基本法第２条） 

業種分類 資本金又は出資総額 常時従業員数 

製造業その他 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

 ※２ 農業者（農業協同組合法第２条）事業形態（自営・法人）は問いません。 

 

申請できる方  

（１）別表１に該当しない。 

（２）市内で事業を始めてから３年以上である。 

（３）市税及び労働保険料を滞納していない。 

 

認定の条件  

（１）組織体制チェックリスト 基準をクリア（従業員数により異なる） →別表２ 

（２）地域貢献活動の実績 ６項目のうち３つ以上 →別表３ 

 

募集期間  

令和８年５月１日（金）～令和８年５月２７日（水） 

 

認定手数料  無料 
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申請書類 

 募集期間内に、次の書類を提出してください。（電子申請で受付） 

書式のダウンロード、電子申請は以下からお願いします。 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/tiikikoukenjigyosyanintei/48050.html 

（ページ名：【令和８年度地域貢献事業者の募集について】） 

 

（１）様式第１号の申請書 

（２）様式第２号の組織体制チェックリスト 

（３）様式第３号の地域貢献活動概要シート 

（４）様式第４号の地域貢献活動必須項目チェックリスト 

（５）様式第５号の宣誓書 

（６）様式第６号の納税確認のための同意書 

（７）法人：履歴事項全部証明書（申請時から 3 ヶ月以内に発行されたもの） 

個人：個人事業の開廃業等届出済証明書 

（８）許認可証等の写し 

（９）法人：労働保険に係る支払いを証する書類の写し 

個人：国民健康保険、国民年金又は後期高齢者医療保険に係る支払いを証する書類の写し 

（10）法人：過去２年間の決算書（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）の写し 

個人：過去２年間の確定申告書（控え）の写し又は国税電子申告納税システム（e-Tax）により申告して

いる場合は、受信通知及び申告データ出力分の写し 

（11）事業内容に関する資料（パンフレット等） 

（12）その他、市長が必要と認める書類 

 

認定までの流れ 

申請書類の提出、実地審査（関係書類の確認及び中小企業診断士による経営診断）後、川口市産業労働行政審

議会において審議し、その結果を踏まえ市長が認定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実地審査について 

申請書類を基に、中小企業診断士による診断や代表者の方へのヒアリングを行います。 

申請内容についての根拠資料（例：地域貢献活動をしていることが分かる写真、認定証、証明書 など）の 

ご準備をお願いします。 

 

認定期間  ３年間（令和８年１１月１日～令和１１年１０月３１日） 
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認定のメリット 

認定を受けた事業者等には、以下の支援策がございます。 

 

（１）メディア、広報紙、ホームページ及びパンフレット等で市内外へ広くＰＲ 

（２）地域貢献事業者資金融資制度の利用 ※別途審査あり 

・利率年 1.1％（市の融資制度の中で最も低い利率）・貸付額〔運転 2 千万円以内、設備 3 千万円以

内〕 

（３）住工共生コミュニティ活動事業補助金 （補助対象経費の 30％→50％ 限度額 30万円） 

（４）商店街コミュニティ活動事業補助金 （補助対象経費の 30％→50％ 限度額なし） 

（５）展示会等出展事業助成金（限度額 30 万円→40 万円 対象経費の 1/2 の額を助成） 

（６）市が発注する公共工事のうち、川口市総合評価方式を採用する公共工事において 

加点される項目を設定（選択評価項目 1 点） 

（７）地域貢献推進補助金（補助対象経費の 1/2 限度額 1事業 20 万円 別途要件あり） 
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地域貢献活動の事例 

 【注】地域貢献活動の実績については、具体的に記入してください。 

    (例：令和〇年から月に〇回、従業員〇名にて、○○公園の清掃活動を行っている 等) 

 取り組み事例 

①全ての人にやさしい“生涯安

心なまち 

・高齢者見回り活動 

・福祉関係団体等への寄付 

・高齢者雇用、女性の積極雇用 

・ＡＥＤ設置 

・バリアフリー、ユニバーサルデザイン製品の設置 
・事業所内保育の実施 

②子どもから大人まで“個々が

輝くまち” 

・文化、スポーツ、歴史行事等への協力 

・お祭り等のイベント開催や協力（寄付、運営補助など） 

・学校授業への協力（講師、教材の提供） 

・本業を活かした起業講座・環境講座などの開催 

③産業や歴史を大切にした“地

域の魅力と誇りを育むまち” 

・市産品の活用 

・地域（市内）からの購入 

・市内在住者の雇用 

・地域（市内）での生産、販売 

・工場・店舗見学の受け入れ 

・インターンシップの受け入れ 

・職場体験学習への協力 

・地域限定商品・サービスの開発提供 

・高度熟練技能の周知・継承 

・技能者の確保・育成 

・産業技術・技能顕彰 

・彩の国工場の指定 

④都市と自然が調和した“人と

環境にやさしいまち” 

・低騒音、粉じん防止設備の導入 

・地域の美化活動、清掃活動 

・環境に関する認証取得（ＩＳＯ９００１等） 

・環境に配慮した商品、製品の製造・販売 

・ＣＯ２削減への取り組み 
・緑化活動 

⑤誰もが“安全で快適に暮らせ

るまち” 

・地域の防犯、防災、感染症対策に関連する活動への協力・支援 

・安全・安心グッズの配布 

・防犯灯の設置 

・地域防災訓練への支援 
・災害・防犯に関する協定の締結 

⑥市民・行政が協働する“自立

的で推進力のあるまち” 

・町会等と連携及び協力した活動 

・事業者として自治会等に参加 

・ＮＰＯ法人等と連携及び協力した地域ボランティア活動、事業への

寄付 

別表３ 
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（お問い合わせ先） 

〒３３２－８６０１ 川口市青木２－１－１ 

川口市役所 経営支援課 経営支援係 

電話 ０４８－２５８－１６４７ 


